
新しい横浜市会
横浜市会は令和2年5月25日に新市庁舎へ移転しました。

市会をより身近に感じていただけるよう、開かれた議会を目指しています。

本会議（第1日）6月23日
 ● 市長提出議案の上程・質疑・常任委員会への付託

 ● 一般質問（→２・３面へ）

※意見書の要旨、各議案に対する各会派の賛否一覧は3面をご覧ください。

本会議（第2日）6月26日

常任委員会6月29日～7月2日
 ● 議案等の審査

本会議（第３日）7月7日
 ● 市長提出議案の議決 ● 議員提出議案の上程・議決 ● 人事議案の上程・議決

主 な 流 れ
会期15日間 
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新型コロナウイルス感染症への対応として、「１．市民と医療を守
る」、「２．横浜経済と市民生活を守る」、「３．新たな日常に取り組む」と
いう３つの柱からなる第二弾の「くらし・経済対策」に必要な歳入歳出
予算を追加するとともに、市民生活の安全安心等に支障を生じさせな

いことを基本にしつつ、２年度当初予算に計上した事業の一部について、減額補正
を実施します。（補正額：174億1,200万円）

旧上瀬谷通信施設における国際園芸博覧会招致検討委員会の庶務を処理する
局を「政策局」から「都市整備局」に改めるため、条例の一部を改正しました。

綱島東一丁目地区地区整備計画区域内における建築物の構造等に関する制限
を定める等のため、条例の一部を改正しました。

26件の議案が可決されました
　令和２年度横浜市一般会計補正予算（第２号）

　旧上瀬谷通信施設における国際園芸博覧会招致検討委員会条例の一部改正

　横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正

された
主な議案

本会議、委員会はどなたも傍聴いただけ
ます。

横浜市会　傍聴 検索

横浜市役所　アクセス 検索

月曜日から金曜日の
午前8時45分から午後5時15分まで
※市会図書室は午後5時まで
（祝日・休日・12月29日から1月3日を除く）

本会議場 傍聴席は、旧本会議場より100席増え、216席になりました。
また、ヒアリングループ※を設置しています。 ※聴覚障害者用の補聴器を補助する放送設備

傍聴するには？開庁時間

みなとみらい線馬車道駅直結
JR・地下鉄桜木町駅から徒歩3分

アクセス

審議の模様は、市会インターネット中継でご覧いただけます。 横浜市会　インターネット中継 検索

※「新型コロナウイルス感染症に関する横浜市会から
のお願い」を市会ホームページに掲載しています。

タッチパネルで
クイズも
できるんだ！

市会議事堂の
外観

市庁舎の3、5～8階が議会
部分です。

親子
傍聴室

誰もが傍聴しやすい議会を目指し、
親子傍聴室や授乳室を新設しました。

子どもを連れての
傍聴も安心だね。

市会
図書室

地方自治等に関する図書・資料を市民の
皆様も閲覧できます。 ※図書等の貸出しや複写　はできません。

市会に行ってみたい！

市会PR
コーナー 市会の仕組みなどを学ぶことができます。
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第1回臨時会の開催
（5月12日～15日）

令和2年度一般会計補正予算（新型コロナ
ウイルス感染症「くらし・経済対策」）等を審議
するため、令和2年第1回市会臨時会を開催
しました。
また、旧市会議事堂最後の本会議となるこ

とから、本会議終了後に議長、市長からの議
場演説、市歌演奏を行い、61年間の歴史を刻
んだ本会議場を閉場しました。

第２回定例会初日の本会議開会前には、日本
オリンピック委員会の山下泰裕会長から講演を
していただきました。

旧本会議場

オープニング
セレモニー
（6月23日

）



　　市では、様々な分野で事業者等との災害時の協力協定を結んでいますが、いざ
という時に、協定に基づく、隙間のない活動が災害対応全体の中で有効に機能する
のか気になります。災害時の協力協定が有効に機能するか、改めて検証・確認をす
べきと考えますが、いかがですか。
　　民間事業者等との協定が実態に即した内容になっているか、あらためて協定締
結先と確認を進めるとともに、必要に応じて見直しなど行っていきます。さらに、総合防
災訓練などで、より幅広い協定締結先と連携した訓練を実施し、協定に基づく動きを
シミュレーションする中で、検証・確認を行っていきます。

　　税収の減少分については市債も戦略的に活用しながら、感染拡大の防止と医
療体制の整備、市民生活や市内中小企業を支える施策が重要だと考えます。今後
見込まれる税収減への対応や市内経済活性化に向けた市債活用の考え方につい
て、うかがいます。　
　　厳しい経済状況による税収減が見込まれるため、「減収補てん債（※１）」などの
活用を検討する必要があります。また、今後、国において公共事業補正が実施された
場合、市も連動して「建設地方債」を活用した公共事業を推進していく必要もありま
す。これらを踏まえ、「横浜方式のプライマリーバランス（※２）」への影響を年内には見
極めながら、市債を活用していきます。

　　アフターコロナの生活では、経済面での再生も大切ですが、同時に心の再生も
必要です。市民にとっては身近な場所での文化活動が特に重要で、その中心的な役
割を果たすのが区民文化センターです。都筑区における区民文化センターについて、
地元の思いを受け、着実に整備を進めるべきと考えますが、いかがですか。
　　「この地に文化・芸術活動の拠点を」という、地元の皆様の熱い思いをしっかりと
受け止めて、実現に向けて取り組んできました。令和５年度の開館に向けて、地域の
魅力を高め、にぎわいの創出につながる皆様に愛される施設となるよう、土地活用事
業者と連携し、着実に確実に進めていきます。

　　新型コロナウイルス第２波の感染拡大局面で、院内感染事例が多発するような
ことがあれば、医療崩壊につながることになり、これは絶対に避けなければなりません。
今後の集団感染対策として、これまでに発生した医療機関における集団感染事例を
病院間で共有することが重要と考えますが、いかがですか。
　　市においても医療機関での集団感染が生じ、診療の一時停止など、不測の事
態も生じました。今回の事例では、基本的な感染予防策が徹底されていないことが多
く見受けられました。そのため、市病院協会などと連携し、集団感染が生じた医療機関
の職員から実体験として、感染原因の特定や防止策の改善の取組等を伝える研修
会を実施するなど、集団感染防止に努めていきます。

　　特別養護老人ホームやグループホームなどは、細心の注意を払っていても、集団
感染のリスクは高く、実際にいくつかの施設でクラスターが発生しました。その経験は感
染者が発生していない施設で役立つはずです。クラスターが発生した施設での対応状
況を感染者が発生していない施設に情報提供するべきと考えますが、いかがですか。
　　クラスターが発生した施設では、感染者の入院調整や感染拡大防止のために、
施設内のゾーニングや職員の勤務体制を調整しながら、サービスが継続できるよう全
力で取り組んでいただきました。それらの対応状況を収集・分析したうえで、第２波に
備え、事例を含めた対応マニュアルを作成し、施設へ提供していきます。

　　高齢化が進む中で移動ニーズを満たすために、地域交通の充実に向け、さまざ
まな交通サービスを活用して取り組むべきと考えますが、いかがですか。
　　バス路線の維持・充実やタクシーの利便性向上に加え、社会福祉法人やＮＰＯ
等の、多様な担い手による交通サービスの実現に向けて、取り組みます。また、ＩＣＴ等
の新技術の活用や、商業施設等と連携した移動サービスの展開についても、実証実
験に積極的に協力するなど、引き続き取組を進めます。

　　新型コロナの世界的流行の収束が見通せない中、不要不急の経済活動の停
止で、真っ先に閉鎖の対象となったのがカジノです。今こそ、市民の声に応えて誘致
を撤回するという責任ある決断を求めますが、いかがですか。
　　現在、ＩＲ事業者もウィズコロナ、アフターコロナの対策を進めています。国や市
も、コロナの収束に向けて全力で取り組んでいます。ＩＲは、2020年代後半の開業と
いう、長期的な視点で現在事業に取り組んでいます。コロナ収束後には横浜経済の
復興・飛躍をけん引する起爆剤になると、考えています。

　　今回の新型コロナウイルスの感染拡大や昨年度の大型台風による被害などは
市民生活や経済活動に極めて大きな影響を与えています。新型コロナウイルスのよう
な感染症や激甚化する風水害など、新たな課題に対応するため、将来を見据えた安
全・安心な都市づくりをしっかりと進めていくことが重要と考えますが、いかがですか。
　　感染症の拡大防止では、来街者が集まる場所でのゆとりある公共空間づくり
や、新たな生活様式を踏まえた就業環境づくりに取り組みます。さらに、津波・高潮な
ど、風水害への対応では、避難場所の確保や誘導など、市民の皆様の生命・財産を
守り、経済活動を継続できるよう、ハード・ソフト両面から強じんな都市づくりにしっかり
と取り組みます。

　　先日、６校の小学校について建替え事業を進めていくという発表がありました。こ
の学校建替えのニュースは、地元では大変明るいニュースとして受け止められ、この
建替えを機会に、これまで地域が抱えてきた課題を解決するチャンスになるのでは、と
いう期待が寄せられています。地域の意見を十分に反映し、地域課題の解決を図り
ながら、学校建替えを推進していくべきと考えますが、いかがですか。
　　学校施設の建替えは、教育環境の改善のほか、地域課題の解決を図る重要な
契機にもなると考えています。そのため、地域の皆様や学校関係者をメンバーに迎え
た検討会において、地域の課題やニーズを検討しながら、次代を担う子どもたちにふ
さわしい学校建替えを進めていきます。

　　今年は、新型コロナウイルス感染症の影響で夏休みが大幅に短縮されます。例
年なら夏休み期間で大変暑い時期に、子どもたちは教室で授業を受けることになりま
す。児童・生徒の熱中症が大変心配です。授業中の水分補給など、子どもたちを熱
中症のリスクから守るための対策について、うかがいます。
　　常時、窓を開けていても適正な室温を保てるよう、設定温度を低めにするよう指
示します。それでも室温が高い場合には、換気を休み時間に限って行うことにします。
加えて、授業中でも水筒や水道の水を飲むなどの、こまめな水分補給を指導します。ま
た、今回の補正予算を使い、扇風機を増やしたり、サーキュレータ（※）導入の検討な
ど、学校には柔軟な対応を指示し、子どもたちの健康を最優先に考えた対策を講じて
いきます。

　　学校開放については、感染防止対策を徹底した上で８月１日から再開すると聞
いていますが、市民からの要望や公園等の状況を踏まえた対応を考えるべきです。校
庭などの屋外においては、子どもたちに影響のない範囲で学校開放を早期に再開す
べきであると考えますが、いかがですか。
　　学校開放事業は、学校教育に支障のない範囲で行うものです。使用した道具やト
イレの消毒を行うなどの感染防止対策を実施することを条件に、８月１日から利用を可
能とすることとしていましたが、市民の皆様のご要望等も多数あることから、校庭など、屋
外については７月中旬以降の日曜日と祝日について再開できるよう調整していきます。

　　一斉臨時休校により、授業日数が大きく削られたことで、学習内容や学校行事
を無理に実施しようとすると、大きな負担になってしまいます。学校再開後の教育活動
の方向性について、うかがいます。
　　授業にあてられる日数を確保するために、長期休業を短縮することを予定してい
ます。併せて、各学校では行事の精選や取り組み方の見直しなどを行い、児童生徒
の実態に応じて、教育課程全体を再編成しています。また、児童生徒に過度な負担を
与えないよう配慮しながら、指導内容や指導方法を工夫することで、児童生徒の学習
を充実させていきます。

公明党多様な地域交通交　通

公明党介護施設への支援福　祉

自民党これからの都市づくりまちづくり

自民党学校施設の建替え教　育

自民党教室の暑さ対策教　育

公明党大災害を想定した準備防　災

立国フ税収減に備えた財源確保の考え方財　政

自民党都筑区における区民文化センター文　化

自民党集団感染対策事例の病院間共有医　療

６月26日本会議（第２日）において、市政全般に
関する方針や事業などについて、各会派を代表し
て7人の議員から「一般質問」が行われました。そ
の中から、12項目を抜粋して掲載します。

一般質問

減収補てん債（文中の　　　　（※1）で表示）
普通交付税の決定後に「普通交付税算定時に用いた市税収入額」と「実際の
市税収入額」との差を精算するために発行する地方債のこと。
横浜方式のプライマリーバランス（文中の　　　　（※2）で表示）
市債の新規発行額を元金償還額の範囲内とする指標。

用
語
解
説

サーキュレータ（文中の　　　　（※）で表示）
室内の空気を循環させるための機械。

用
語
解
説

共産党コロナ感染拡大でその成長性に疑問符の
ついた統合型リゾート（ＩＲ）Ｉ　Ｒ

【自民党】5問
●集団感染対策事例の病院間共有
●都筑区における区民文化センター
●学校施設の建替え
●教室の暑さ対策
●これからの都市づくり

【立国フ】3問
●学校開放の対応
●税収減に備えた財源確保の考え方
●コロナ禍における学校再開

【公明党】3問
●介護施設への支援
●大災害を想定した準備
●多様な地域交通

【共産党】1問
●コロナ感染拡大でその成長
　性に疑問符のついた統合型
　リゾート（IR）



　　市では、様々な分野で事業者等との災害時の協力協定を結んでいますが、いざ
という時に、協定に基づく、隙間のない活動が災害対応全体の中で有効に機能する
のか気になります。災害時の協力協定が有効に機能するか、改めて検証・確認をす
べきと考えますが、いかがですか。
　　民間事業者等との協定が実態に即した内容になっているか、あらためて協定締
結先と確認を進めるとともに、必要に応じて見直しなど行っていきます。さらに、総合防
災訓練などで、より幅広い協定締結先と連携した訓練を実施し、協定に基づく動きを
シミュレーションする中で、検証・確認を行っていきます。

　　税収の減少分については市債も戦略的に活用しながら、感染拡大の防止と医
療体制の整備、市民生活や市内中小企業を支える施策が重要だと考えます。今後
見込まれる税収減への対応や市内経済活性化に向けた市債活用の考え方につい
て、うかがいます。　
　　厳しい経済状況による税収減が見込まれるため、「減収補てん債（※１）」などの
活用を検討する必要があります。また、今後、国において公共事業補正が実施された
場合、市も連動して「建設地方債」を活用した公共事業を推進していく必要もありま
す。これらを踏まえ、「横浜方式のプライマリーバランス（※２）」への影響を年内には見
極めながら、市債を活用していきます。

　　アフターコロナの生活では、経済面での再生も大切ですが、同時に心の再生も
必要です。市民にとっては身近な場所での文化活動が特に重要で、その中心的な役
割を果たすのが区民文化センターです。都筑区における区民文化センターについて、
地元の思いを受け、着実に整備を進めるべきと考えますが、いかがですか。
　　「この地に文化・芸術活動の拠点を」という、地元の皆様の熱い思いをしっかりと
受け止めて、実現に向けて取り組んできました。令和５年度の開館に向けて、地域の
魅力を高め、にぎわいの創出につながる皆様に愛される施設となるよう、土地活用事
業者と連携し、着実に確実に進めていきます。

　　新型コロナウイルス第２波の感染拡大局面で、院内感染事例が多発するような
ことがあれば、医療崩壊につながることになり、これは絶対に避けなければなりません。
今後の集団感染対策として、これまでに発生した医療機関における集団感染事例を
病院間で共有することが重要と考えますが、いかがですか。
　　市においても医療機関での集団感染が生じ、診療の一時停止など、不測の事
態も生じました。今回の事例では、基本的な感染予防策が徹底されていないことが多
く見受けられました。そのため、市病院協会などと連携し、集団感染が生じた医療機関
の職員から実体験として、感染原因の特定や防止策の改善の取組等を伝える研修
会を実施するなど、集団感染防止に努めていきます。

　　特別養護老人ホームやグループホームなどは、細心の注意を払っていても、集団
感染のリスクは高く、実際にいくつかの施設でクラスターが発生しました。その経験は感
染者が発生していない施設で役立つはずです。クラスターが発生した施設での対応状
況を感染者が発生していない施設に情報提供するべきと考えますが、いかがですか。
　　クラスターが発生した施設では、感染者の入院調整や感染拡大防止のために、
施設内のゾーニングや職員の勤務体制を調整しながら、サービスが継続できるよう全
力で取り組んでいただきました。それらの対応状況を収集・分析したうえで、第２波に
備え、事例を含めた対応マニュアルを作成し、施設へ提供していきます。

　　高齢化が進む中で移動ニーズを満たすために、地域交通の充実に向け、さまざ
まな交通サービスを活用して取り組むべきと考えますが、いかがですか。
　　バス路線の維持・充実やタクシーの利便性向上に加え、社会福祉法人やＮＰＯ
等の、多様な担い手による交通サービスの実現に向けて、取り組みます。また、ＩＣＴ等
の新技術の活用や、商業施設等と連携した移動サービスの展開についても、実証実
験に積極的に協力するなど、引き続き取組を進めます。

　　新型コロナの世界的流行の収束が見通せない中、不要不急の経済活動の停
止で、真っ先に閉鎖の対象となったのがカジノです。今こそ、市民の声に応えて誘致
を撤回するという責任ある決断を求めますが、いかがですか。
　　現在、ＩＲ事業者もウィズコロナ、アフターコロナの対策を進めています。国や市
も、コロナの収束に向けて全力で取り組んでいます。ＩＲは、2020年代後半の開業と
いう、長期的な視点で現在事業に取り組んでいます。コロナ収束後には横浜経済の
復興・飛躍をけん引する起爆剤になると、考えています。

　　今回の新型コロナウイルスの感染拡大や昨年度の大型台風による被害などは
市民生活や経済活動に極めて大きな影響を与えています。新型コロナウイルスのよう
な感染症や激甚化する風水害など、新たな課題に対応するため、将来を見据えた安
全・安心な都市づくりをしっかりと進めていくことが重要と考えますが、いかがですか。
　　感染症の拡大防止では、来街者が集まる場所でのゆとりある公共空間づくり
や、新たな生活様式を踏まえた就業環境づくりに取り組みます。さらに、津波・高潮な
ど、風水害への対応では、避難場所の確保や誘導など、市民の皆様の生命・財産を
守り、経済活動を継続できるよう、ハード・ソフト両面から強じんな都市づくりにしっかり
と取り組みます。

　　先日、６校の小学校について建替え事業を進めていくという発表がありました。こ
の学校建替えのニュースは、地元では大変明るいニュースとして受け止められ、この
建替えを機会に、これまで地域が抱えてきた課題を解決するチャンスになるのでは、と
いう期待が寄せられています。地域の意見を十分に反映し、地域課題の解決を図り
ながら、学校建替えを推進していくべきと考えますが、いかがですか。
　　学校施設の建替えは、教育環境の改善のほか、地域課題の解決を図る重要な
契機にもなると考えています。そのため、地域の皆様や学校関係者をメンバーに迎え
た検討会において、地域の課題やニーズを検討しながら、次代を担う子どもたちにふ
さわしい学校建替えを進めていきます。

　　今年は、新型コロナウイルス感染症の影響で夏休みが大幅に短縮されます。例
年なら夏休み期間で大変暑い時期に、子どもたちは教室で授業を受けることになりま
す。児童・生徒の熱中症が大変心配です。授業中の水分補給など、子どもたちを熱
中症のリスクから守るための対策について、うかがいます。
　　常時、窓を開けていても適正な室温を保てるよう、設定温度を低めにするよう指
示します。それでも室温が高い場合には、換気を休み時間に限って行うことにします。
加えて、授業中でも水筒や水道の水を飲むなどの、こまめな水分補給を指導します。ま
た、今回の補正予算を使い、扇風機を増やしたり、サーキュレータ（※）導入の検討な
ど、学校には柔軟な対応を指示し、子どもたちの健康を最優先に考えた対策を講じて
いきます。

　　学校開放については、感染防止対策を徹底した上で８月１日から再開すると聞
いていますが、市民からの要望や公園等の状況を踏まえた対応を考えるべきです。校
庭などの屋外においては、子どもたちに影響のない範囲で学校開放を早期に再開す
べきであると考えますが、いかがですか。
　　学校開放事業は、学校教育に支障のない範囲で行うものです。使用した道具やト
イレの消毒を行うなどの感染防止対策を実施することを条件に、８月１日から利用を可
能とすることとしていましたが、市民の皆様のご要望等も多数あることから、校庭など、屋
外については７月中旬以降の日曜日と祝日について再開できるよう調整していきます。

　　一斉臨時休校により、授業日数が大きく削られたことで、学習内容や学校行事
を無理に実施しようとすると、大きな負担になってしまいます。学校再開後の教育活動
の方向性について、うかがいます。
　　授業にあてられる日数を確保するために、長期休業を短縮することを予定してい
ます。併せて、各学校では行事の精選や取り組み方の見直しなどを行い、児童生徒
の実態に応じて、教育課程全体を再編成しています。また、児童生徒に過度な負担を
与えないよう配慮しながら、指導内容や指導方法を工夫することで、児童生徒の学習
を充実させていきます。

立国フ学校開放の対応教　育 立国フコロナ禍における学校再開教　育

　国におかれては、今回の見直しを機に、被害・加害の実態や被害者
心理などを十分に踏まえ、刑事法の検討、再犯防止、被害者支援、性
犯罪・性暴力根絶に向けた教育啓発などの各視点から、幅広く議論

し、性犯罪撲滅に向けてさらに一歩踏み込む措置をスピード感を持ってなされることを強く
要望する。

　性犯罪・性暴力対策の強化を求める意見書（要旨）

　政府におかれては、新型コロナウイルス感染症対策に全力で取り組んでいる中にあって
も、学校における働き方改革や複雑化・困難化する教育課題への対応を可能とする大幅
な定数改善を実施すること、義務教育費国庫負担制度の精神を尊重し、教育の充実に向
けて国の予算を拡充していくことを強く要望する。

　教育予算の拡充等に関する意見書（要旨）

　　本会議・委員会は、どなたでも傍聴することができます。
　当日、市会議事堂までお越しください。

  ９月  ３日㈭10:00～（議案上程・質疑・付託）
  ９月  ８日㈫10:00～（一般質問）
  ９月16日㈬14:00～（議案議決、決算上程・決算特別委員会設置・付託）
10月14日㈬14:00～（決算議決）

横浜市会　日程 検索

第3回市会定例会の日程
令和２年第３回市会定例会は、９月３日（木）から10月14日（水）まで開催さ
れる予定です。日程は変更される場合があります。最新の日程は市会ホーム
ページをご確認ください。
本
会
議
の
開
催
予
定

市会では、意見書を国会及び国や県などに提出することで、
議会としての意思を表明します。

令和2年 第2回市会定例会

補
正

予
算
人
事

議
案

市
長
提
出
議
案

自由民主党横浜市会議員団・無所属の会（自）36人

立憲・国民フォーラム横浜市会議員団（憲）20人

公明党横浜市会議員団（公）16人

井上さくら（井） ●  井上さくら 豊田有希（豊） ●  豊田　有希
● 平田いくよ神奈川ネットワーク運動（ネ）

立憲民主党（立） ●  太田　正孝横浜から日本を変える会（ヨ）●  小幡　正雄

日本共産党横浜市会議員団（共）9人
●  荒木由美子
● 北谷　まり

● 宇佐美さやか
● 古谷　靖彦

● 大貫　憲夫
● みわ智恵美

● 河治　民夫● 岩崎ひろし
● 白井　正子

● 安西　英俊
● 久保　和弘
● 竹内　康洋
● 望月　康弘

● 加藤　広人
● 斉藤　伸一
● 中島　光徳

● 木内　秀一
● 斎藤　真二
● 仁田　昌寿

● 行田　朝仁
● 髙橋　正治
● 福島　直子

● 尾崎　　太
● 源波　正保
● 竹野内　猛

● 伊波俊之助
● 川口　　広
● 佐藤　　茂
● 渋谷　　健
● 高橋のりみ
● 古川　直季
● 遊佐　大輔

● 青木　亮祐
● 梶村　　充
● 小松　範昭
● 酒井　　誠
● 関　　勝則
● 伏見　幸枝
● 山田　一誠
● 渡邊　忠則

● 東　みちよ
● 鴨志田啓介
● 輿石　且子
● 清水　富雄
● 田野井一雄
● 藤代　哲夫
● 山本たかし

● 磯部　圭太
● 草間　　剛
● 佐藤　祐文
● 鈴木　太郎
● 長谷川　磨
● 松本　　研
● 横山　正人

● 大桑　正貴
● 黒川　　勝
● 斉藤　達也
● 瀬之間康浩
● 福地　　茂
● 山下　正人
● 横山勇太朗

● 有村　俊彦
● 梶尾　　明
● 中山　大輔
● 麓　　理恵

● 大野トモイ
● 今野　典人
● 花上喜代志
● 森ひろたか

● 大山しょうじ
● 坂本　勝司
● ふじい芳明
● 谷田部孝一

● 荻原　隆宏
● 田中　ゆき
● 藤崎浩太郎
● 山浦　英太

● 大岩真善和
● こがゆ康弘
● 長谷川えつこ
● 望月　高徳

会
派
別
議
員一覧（
令
和
２
年
7
月
7
日
現
在
）

意
見
書

の
提
出

条
例
の
改
正

そ
の
他
の
議
案

議　案　名
市税条例の一部改正/地方税法第314条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める
条例の一部改正/区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部改正/地区センター条例及
び地域ケアプラザ条例の一部改正/放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正/地区計画
の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正

旧上瀬谷通信施設における国際園芸博覧会招致検討委員会条例の一部改正

下水道事業の設置等に関する条例の一部改正/水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部改正/交通事
業の設置等に関する条例の一部改正/病院事業の設置等に関する条例の一部改正

保土ケ谷区における住居表示の実施区域及び方法/保土ケ谷区における町区域の設定及び変更並びに町区域の設定に係
る字区域の廃止/瀬谷区における町区域の変更/羽沢第335号線等市道路線の認定及び廃止/本郷地区センター及び本
郷台駅前地域ケアプラザ（仮称）用建物の取得/公共下水道の管理かしによる事故についての損害賠償額の決定/消防艇
建造請負契約の締結

横浜駅中央西口駅前広場整備工事（その２）委託契約の締結

首都高速道路株式会社が高速道路事業の許可事項を変更することについての同意/新本牧ふ頭建設工事（その10・外周
護岸Ｂ－１基礎及び本体工）請負契約の締結

みなとみらい21中央地区20街区ＭＩＣＥ施設整備事業に伴うみなとみらいコンベンション施設整備事業契約の変更

令和２年度一般会計補正予算（第２号）

中央農業委員会委員及び南西部農業委員会委員の任命

性犯罪・性暴力対策の強化を求める意見書の提出（市民・文化観光・消防委員会）/教育予算の拡充等に関する意見書の提
出（こども青少年・教育委員会）

 自 憲 公  共 ヨ 立  井 豊 ネ
 36 ⒇ ⒃ ⑼  ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴

可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ×

可
決

可
決

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

可
決

可
決

 ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 可
決

 ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × 可
決

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同
意

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

 ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○

議
決
結
果

議
員（
委
員
会
）

提
出
議
案

○は賛成、×は反対

※議員別の賛否一覧及び議案の内容については、市会ホームページをご覧ください。

　「ヨコハマ議会だより」をはじめ、市会ホームページなどで議会の広報を行っています。
皆様からのご意見・ご感想をお待ちしています。市政に関するご意見やご提案は、担当する
部署にお届けします。担当部署からの回答が必要な場合には、その旨お伝えください。

点字版・ＣＤ版・デイジー版を発行しています
　郵送を希望される方は、問合せ先までご連絡ください。音声データは市会ホームページに
も掲載しています。

オープンデータの提供（テキストデータの利用）を行っています
　「横浜市官民データ活用推進基本条例」の趣旨を踏まえ、No.109から、「ヨコハマ議会
だより」のテキストデータを市会ホームページに掲載しています。テキストデータに限り、転載
などの二次利用ができます。

ご意見・ご感想をお寄せください

議会局秘書広報課

議会通信

令和2年第２回定例会号　ヨコハマ議会だより

※自民党･･･自由民主党横浜市会議員団・無所属の会　　立国フ･･･立憲・国民フォーラム横浜市会議員団　　公明党･･･公明党横浜市会議員団　　共産党･･･日本共産党横浜市会議員団



政策・総務・財政 11人

常任委員会
重要政策の立案・調整、市政運営の基本方針、男女共同参画、基地対策、
横浜市立大学、行政改革、危機管理、財務などの仕事について審査します。

市民・文化観光・消防 11人
情報公開、人権施策、市民協働、区政支援、広報・広聴、スポーツ
振興、文化振興、観光交流、コンベンション、火災予防、防犯対策、
救急、消防などの仕事について審査します。

執行機関の仕事について、８つの委員会がそれぞれ所管する局ごとに審査します。

特別委員会 市会運営市政の特定の問題に関する調査・研究を行い、委員間の意見交換や事例視察、参考人意見聴取などから調査・研究結果を議長に報告します。 定例会の日程や議会の運営方法を決定
するとともに、市会に関する条例等の
議案や、請願・陳情などを審査します。

◎…委員長　○…副委員長　◇…理事 （令和2年7月7日現在）

大都市行財政制度特別委員会（１4人） 基地対策特別委員会（１5人） 減災対策推進特別委員会（１5人）

新たな都市活力推進特別委員会（１4人） 健康づくり・スポーツ推進特別委員会（１4人） 郊外部再生・活性化特別委員会（１4人）

酒　井　　　誠
荻　原　隆　宏
竹　内　康　洋
伊　波　俊之助
佐　藤　　　茂
関　　　勝　則
長谷川　　　磨
藤　代　哲　夫

（自）
（憲）
（公）
（自）
（自）
（自）
（自）
（自）

大　野　 トモイ
藤　崎　浩太郎
尾　崎　　　太
髙　橋　正　治
古　谷　靖　彦
小　幡　正　雄

（憲）
（憲）
（公）
（公）
（共）
（ヨ）

◎
○
○

遊　佐　大　輔
瀬之間　康　浩
今　野　典　人
鴨志田　啓　介
古　川　直　季
山　下　正　人
渡　邊　忠　則
田　中　ゆ　き

（自）
（自）
（憲）
（自）
（自）
（自）
（自）
（憲）

谷田部　孝　一
福　島　直　子
望　月　康　弘
白　井　正　子
井　上　さくら
豊　田　有　希

（憲）
（公）
（公）
（共）
（井）
（豊）

◎
○
○

渋　谷　　　健
中　山　大　輔
加　藤　広　人
東　　　みちよ
梶　村　　　充
草　間　　　剛
輿　石　且　子
山　本　たかし

（自）
（憲）
（公）
（自）
（自）
（自）
（自）
（自）

梶　尾　　　明
花　上　喜代志
行　田　朝　仁
源　波　正　保
荒　木　由美子 
宇佐美　さやか
平　田　いくよ

（憲）
（憲）
（公）
（公）
（共）
（共）
（ネ）

◎
○
○

竹野内　　　猛
鈴　木　太　郎
川　口　　　広
青　木　亮　祐
斉　藤　達　也
高　橋　のりみ
横　山　正　人
大　山　しょうじ

（公）
（自）
（自）
（自）
（自）
（自）
（自）
（憲）

こがゆ　康　弘
ふじい　芳　明
斎　藤　真　二
仁　田　昌　寿
北　谷　ま　り 
太　田　正　孝

（憲）
（憲）
（公）
（公）
（共）
（立）

◎
○
○

麓　　　理　恵
清　水　富　雄
み　わ　智恵美
磯　部　圭　太
大　桑　正　貴
黒　川　　　勝
佐　藤　祐　文
山　田　一　誠

（憲）
（自）
（共）
（自）
（自）
（自）
（自）
（自）

大　岩　真善和
長谷川　えつこ
望　月　高　徳
木　内　秀　一
斉　藤　伸　一
中　島　光　徳
岩　崎　ひろし

（憲）
（憲）
（憲）
（公）
（公）
（公）
（共）

◎
○
○

有　村　俊　彦
松　本　　　研
小　松　範　昭
田野井　一　雄
福　地　　　茂
伏　見　幸　枝
横　山　勇太朗
坂　本　勝　司

（憲）
（自）
（自）
（自）
（自）
（自）
（自）
（憲）

森　　ひろたか
山　浦　英　太
安　西　英　俊
久　保　和　弘
大　貫　憲　夫
河　治　民　夫

（憲）
（憲）
（公）
（公）
（共）
（共）

◎
○
○

山 下
望 月
行 田
磯 部
草 間
小 松

正人
高徳
朝仁
圭太
　剛
範昭

関
横 山
渡 邊
有 村
坂 本
藤 崎

勝則
勇太朗
忠 則
俊彦
勝司
浩太郎

佐 藤
髙 橋

祐文
正治

佐 藤
渋 谷
花 上
斎 藤

　茂
　健
喜代志
真 二

草 間
山 本
藤 崎
山 浦
安 西
望 月
北 谷

　剛
たかし
浩太郎
英太
英俊
康弘
ま り

安 西
久 保
河 治
古 谷

英俊
和弘
民夫
靖彦

◎
○
○ ◇

◇

（公）
（公）
（共）
（共）

（自）
（自）
（自）
（憲）
（憲）
（憲）

（自）
（憲）
（公）
（自）
（自）
（自）

◇

◇

（自）
（公）

（自）
（自）
（憲）
（公）

（自）
（自）
（憲）
（憲）
（公）
（公）
（共）

神奈川県後期高齢者
医療広域連合
議会議員（7人）

神奈川県内広域
水道企業団議会
議員（4人）

監査委員（2人）

（公明党・金沢区）
竹野内 猛

（自民党・保土ケ谷区）
青木 亮祐

（自民党・港北区）
福地　茂

（立国フ・青葉区）
○藤崎 浩太郎

（公明党・保土ケ谷区）
◎斉藤 伸一

（公明党・港北区）
○望月 康弘

（自民党・青葉区）
山下 正人

（自民党・南区）
渋谷　健

（自民党・港北区）
酒井　誠

（自民党・南区）
遊佐 大輔

（自民党・鶴見区）
山田 一誠

（公明党・都筑区）
斎藤 真二

（自民党・金沢区）
○高橋 のりみ

（立憲党・磯子区）
 太田 正孝

（自民党・戸塚区）
鈴木 太郎

（自民党・泉区）
◎横山 勇太朗

（立国フ・旭区）
○大岩 真善和

（公明党・青葉区）
行田 朝仁

（立国フ・神奈川区）
中山 大輔

（自民党・西区）
清水 富雄

（公明党・緑区）
髙橋 正治

（自民党・港南区）
田野井 一雄

（立国フ・港北区）
○大山 しょうじ

（自民党・中区）
松本　研

（立国フ・瀬谷区）
花上 喜代志

（自民党・鶴見区）
◎渡邊 忠則

（自民党・金沢区）
◎黒川　勝

（共産党・保土ケ谷区）
北谷 まり

（立国フ・保土ケ谷区）
森 ひろたか

（自民党・中区）
○伊波 俊之助

（共産党・港北区）
白井 正子

（自民党・栄区）
○大桑 正貴

（立国フ・金沢区）
谷田部 孝一

（立国フ・青葉区）
田中 ゆき

（公明党・神奈川区）
竹内 康洋

（立国フ・港北区）
大野 トモイ

（自民党・磯子区）
○山本 たかし

（公明党・旭区）
木内 秀一

（自民党・磯子区）
◎関　勝則

（神奈ネ・青葉区）
平田 いくよ

（自民党・港北区）
佐藤 祐文

（共産党・青葉区）
大貫 憲夫

（自民党・神奈川区）
小松 範昭

（立国フ・港南区）
梶尾　明

（自民党・緑区）
鴨志田 啓介

（自民党・栄区）
輿石 且子

（共産党・南区）
荒木 由美子

（公明党・中区）
◎福島 直子

（立国フ・旭区）
こがゆ 康弘

（自民党・都筑区）
○　　　　　 

（豊　田・港北区）
豊田 有希

（自民党・都筑区）
○草間　剛

（自民党・緑区）
斉藤 達也

（自民党・保土ケ谷区）
◎磯部 圭太

（公明党・磯子区）
加藤 広人

（立国フ・都筑区）
望月 高徳

（井上さ・鶴見区）
井上 さくら

（公明党・戸塚区）
○中島 光徳

（自民党・旭区）
佐藤　茂

（公明党・瀬谷区）
久保 和弘

（公明党・鶴見区）
◎尾崎　太

（立国フ・戸塚区）
○山浦 英太

（立国フ・都筑区）
ふじい 芳明

（共産党・戸塚区）
岩崎 ひろし

（共産党・神奈川区）
宇佐美 さやか

（立国フ・緑区）
今野 典人

（立国フ・戸塚区）
坂本 勝司

（立国フ・栄区）
長谷川 えつこ

（公明党・南区）
仁田 昌寿

（自民党・戸塚区）
○伏見 幸枝

（自民党・瀬谷区）
川口　広

（公明党・泉区）
○源波 正保

委員会

10人
委員会

11人
委員会

（公明党・港南区）
○安西 英俊

（自民党・鶴見区）
東　みちよ

（自民党・泉区）
梶村　充

（立国フ・西区）
荻原 隆宏

（自民党・神奈川区）

（共産党・旭区）
河治 民夫

（自民党・青葉区）
横山 正人

（ヨコ会・金沢区）
小幡 正雄

（自民党・港南区）
瀬之間 康浩

（共産党・鶴見区）
古谷 靖彦

（自民党・旭区）
古川 直季

（立国フ・泉区）
麓　理恵

国際・経済・港湾 国際政策、企業の誘致、中小企業の経営支援、雇用・就業対策、消費生活、
港湾施設の整備、港の振興などの仕事について審査します。

健康福祉・医療 地域福祉、障害者福祉、高齢者福祉、健康増進、疾病予防、食品衛生、感染症
対策、医療政策、地域医療、市立病院の経営などの仕事について審査します。

建築・都市整備・道路 11人
都市計画の策定、住宅政策の調整、建築物の確認、開発の許可、総合交
通計画、駐車場対策、市街地開発事業、道路や橋りょうの整備、河川の
整備、交通安全対策、放置自転車対策などの仕事について審査します。

委員会

委員会

こども青少年・教育 11人
青少年育成、保育所整備、児童福祉、学校教育、生涯学習などの
仕事について審査します。

地球温暖化対策、環境影響評価、農業振興、公園・下水道の
整備、ごみの減量化・資源化などの仕事について審査します。

委員会

温暖化対策・環境創造・資源循環

水道・交通 10人

16人

水源の確保、水質対策、配水施設の管理、水道施設の整備、市営バス路線の整備・運行
管理、市営地下鉄の建設・運行管理などの仕事について審査します。

委員会

委員会

（立国フ・鶴見区）
有村 俊彦

○藤代 哲夫

11人
委員会

長谷川 　磨

（共産党・港南区）
みわ 智恵美

※自民党（自）…自由民主党横浜市会議員団・無所属の会　立国フ（憲）…立憲・国民フォーラム横浜市会議員団　公明党（公）…公明党横浜市会議員団　共産党（共）…日本共産党横浜市会議員団
　ヨコ会（ヨ）…横浜から日本を変える会　立憲党（立）…立憲民主党　井上さ（井）…井上さくら　豊　田（豊）…豊田有希　神奈ネ（ネ）…神奈川ネットワーク運動

令和2年第２回定例会号

横浜市会 ツイッター 検索
横浜市会Twitter横浜市会Facebook市会インターネット中継

横浜市会 FB 検索横浜市会 インターネット中継 検索


